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平
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一
年
第
一
回
垂
井
町
議
会
臨
時
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

平
成
二
十
一
年
二
月
十
九
日
（
木
曜
日
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一 

出
席
議
員
及
び
欠
席
議
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出
席
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番 
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次 
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十
一 

 

番 
 

小 

林 
敏 

美 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
二 
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広 

瀬 
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番 
 

衣 

斐 

弘 
修 
君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

欠
席
議
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

な 
 

し 

 二 

地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
説
明
の
た
め
出
席
し
た
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

町

長 
 

中 

川 

満 

也 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

副

町

長 
 

西 
 

 

哲 

也 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

総

務

課

長 
 

小 

藪 

鉄 

男 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

企

画

調

整

課

長 
 

桐 

山 

浩 

治 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

税

務

課

長 
 

三 

浦 

高 

雄 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

健

康

福

祉

課

長 
 

小 

川 

孝 

夫 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

住

民

課

長 
 

永 

澤 

幸 

男 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

建

設

課

長 
 

高 

木 

栄
太
郎 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

産

業

課

長 
 

若 

山 

隆 

史 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

下

水

道

課

長 
 

西 

川 
 

 

均 
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江 

崎 
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夫 

君 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

消

防

主

任 
 

西 

村 

昭 

治 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

水

道

課

長 
 

古 

山 

則 

雄 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

教

育

長 
 

渡 

辺 

眞 

悟 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

学

校

教

育

課

長 
 

興 
 

 

慈 

善 

君 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

生

涯

学

習

課

長 
 

小 

林 

徹 

雄 
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 三 

職
務
の
た
め
出
席
し
た
事
務
局
職
員 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事

務

局

長 
 

高 

木 

一 

幸 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

書

記 
 

久
保
田 

陽 

一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

書

記 
 

三 

木 

弘 

子 

 四 

議
事
日
程 

 

平
成
二
十
一
年
第
一
回
垂
井
町
議
会
臨
時
会
議
事
日
程 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

開
議 

平
成
二
十
一
年
二
月
十
九
日
（
木
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

午
前
九
時 

日
程
第
一 

議
第
一
号 

東
谷
林
道
災
害
復
旧
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ

い
て 

会

計

管

理

者

兼 

会

計

課

長
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五 

本
日
の
会
議
に
付
し
た
事
件 

議
事
日
程
の
と
お
り 

 六 

会
議
の
次
第 

○
議
長
（
丹
羽
豊
次
君
） 

こ
れ
よ
り
平
成
二
十
一
年
第
一
回
垂
井
町
議
会
臨

時
会
を
開
会
し
、
直
ち
に
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。
（
午
前
九
時
一
分
） 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

今
臨
時
会
の
会
期
は
、
本
日
一
日
と
い
た
し
た
い
が
、
こ
れ
に
御
異
議
あ

り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
会
期
は
本
日
一
日
と
決
し
ま
し
た
。 

 

本
日
の
会
議
録
署
名
議
員
に
は
、
会
議
規
則
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

三
番
木
村
千
秋
君
、
四
番
栗
田
利
朗
君
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

 

本
日
の
議
事
日
程
は
、
あ
ら
か
じ
め
印
刷
し
て
お
手
元
に
配
付
い
た
し
て

あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
よ
り
議
事
日
程
に
入
り
ま
す
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

日
程
第
一 

議
第
一
号 

東
谷
林
道
災
害
復
旧
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ

い
て 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
丹
羽
豊
次
君
） 

日
程
第
一
、
議
第
一
号
東
谷
林
道
災
害
復
旧
工
事

請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 

朗
読
を
省
略
し
、
提
案
者
の
説
明
を
求
め
ま
す
。
町
長
中
川
満
也
君
。 

 
 

 

〔
町
長
中
川
満
也
君
登
壇
〕 

○
町
長
（
中
川
満
也
君
） 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
議
第
一
号
東
谷
林
道
災
害
復
旧
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ

い
て
、
提
案
理
由
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
工
事
に
つ
き
ま
し
て
は
、
去
る
二
月
十
日
に
指
名
競
争
入
札
に
付
し
ま

し
た
と
こ
ろ
、
山
元
・
新
和
・
新
晃
建
設
工
事
共
同
企
業
体 

代
表
者
、
垂

井
町
表
佐
二
千
百
五
十
番
地
の
一
、
有
限
会
社
山
元
産
業 

代
表
取
締
役 

山
元
ミ
チ
子
が
落
札
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
こ
の
者
と
七
千
九
百
八
十
万
円

で
請
負
契
約
を
締
結
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
第
九
十
六
条
第
一
項
第
五
号

及
び
垂
井
町
議
決
条
例
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。 

 

細
部
に
つ
き
ま
し
て
は
総
務
課
長
並
び
に
産
業
課
長
に
補
足
説
明
を
い
た

さ
せ
ま
す
の
で
、
十
分
御
審
議
の
上
、
御
賛
同
賜
り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

○
議
長
（
丹
羽
豊
次
君
） 

総
務
課
長
小
藪
鉄
男
君
。 

 
 

 

〔
総
務
課
長
小
藪
鉄
男
君
登
壇
〕 

○
総
務
課
長
（
小
藪
鉄
男
君
） 

私
の
方
か
ら
は
契
約
関
係
の
補
足
説
明
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

初
め
に
、
入
札
に
至
る
ま
で
の
経
過
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
今
回
の

東
谷
林
道
災
害
復
旧
工
事
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成
十
四
年
に
施
工
い
た
し

ま
し
た
垂
井
駅
北
広
場
整
備
工
事
を
参
考
に
、
町
内
業
者
に
よ
る
共
同
企
業

体
方
式
を
と
る
方
向
で
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
去
る
一
月
九
日
の

業
者
指
名
審
査
委
員
会
で
は
、
こ
の
事
例
の
確
認
及
び
検
証
を
行
い
、
入
札

方
法
は
町
内
に
本
・
支
店
か
営
業
所
が
あ
る
業
者
三
社
に
よ
る
共
同
企
業
体

方
式
を
導
入
す
る
こ
と
と
し
、
平
成
二
十
年
度
入
札
指
名
人
名
簿
の
土
木
工

事
業
に
登
載
さ
れ
て
お
り
、
元
請
と
し
て
の
施
工
実
績
が
あ
る
業
者
、
計
二

十
二
社
を
指
名
し
、
一
月
二
十
九
日
の
正
午
を
共
同
企
業
体
結
成
届
け
出
の

締
め
切
り
と
す
る
共
同
企
業
体
結
成
依
頼
の
通
知
を
一
月
二
十
二
日
に
い
た
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し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
七
つ
の
共
同
企
業
体
の
結
成
届
が

提
出
さ
れ
、
翌
三
十
日
の
指
名
委
員
会
で
、
東
谷
林
道
災
害
復
旧
工
事
に
つ

い
て
は
こ
の
七
つ
の
共
同
企
業
体
を
指
名
業
者
と
し
て
二
月
十
日
に
入
札
を

行
う
こ
と
と
し
、
各
共
同
企
業
体
の
代
表
者
あ
て
に
指
名
通
知
を
い
た
し
た

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

 

お
手
元
の
指
名
競
争
入
札
結
果
表
を
ご
ら
ん
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す

が
、
桐
建
・
濃
建
・
岩
田
工
務
店
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
、
三
浦
・
と

み
た
・
新
栄
建
設
工
事
共
同
企
業
体
、
桐
山
・
酒
井
・
藤
井
建
設
工
事
共
同

企
業
体
、
高
木
・
岩
田
・
ダ
イ
ゼ
ン
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
、
山
元
・

新
和
・
新
晃
建
設
工
事
共
同
企
業
体
、
郷
・
平
成
・
三
谷
建
設
工
事
共
同
企

業
体
、
タ
ワ
ダ
・
松
栄
・
大
計
建
設
工
事
共
同
企
業
体
、
以
上
七
つ
の
共
同

企
業
体
に
よ
り
入
札
を
執
行
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
一
回
目
に
七
千
六
百

万
円
で
山
元
・
新
和
・
新
晃
建
設
工
事
共
同
企
業
体
が
落
札
を
い
た
し
ま
し

た
の
で
、
消
費
税
等
を
含
め
た
七
千
九
百
八
十
万
円
で
、
同
建
設
工
事
共
同

企
業
体 

代
表
者
、
有
限
会
社
山
元
産
業 

代
表
取
締
役 
山
元
ミ
チ
子
と

契
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
今
回
、
議
会
の
議
決
を
お
願
い
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。 

 

な
お
、
出
資
比
率
に
つ
き
ま
し
て
は
、
有
限
会
社
山
元
産
業
が
四
〇
％
で
、

株
式
会
社
新
和
建
設
と
株
式
会
社
新
晃
が
三
〇
％
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

以
上
、
契
約
関
係
の
補
足
説
明
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お

願
い
を
い
た
し
ま
す
。 

○
議
長
（
丹
羽
豊
次
君
） 

産
業
課
長
若
山
隆
史
君
。 

 
 

 

〔
産
業
課
長
若
山
隆
史
君
登
壇
〕 

○
産
業
課
長
（
若
山
隆
史
君
） 

議
第
一
号
工
事
施
工
所
管
と
い
た
し
ま
し
て

産
業
課
か
ら
補
足
説
明
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

当
案
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
平
成
二
十
年
九
月
二
日
か
ら
三
日
に
か
け
て

の
豪
雨
災
害
に
よ
り
被
災
し
た
箇
所
で
ご
ざ
い
ま
す
。
林
道
総
延
長
は
二
千

九
百
九
十
四
メ
ー
ト
ル
で
ご
ざ
い
ま
す
。
幅
員
は
三
・
六
メ
ー
ト
ル
。
災
害

復
旧
の
総
延
長
に
つ
き
ま
し
て
は
、
合
計
九
百
九
十
七
メ
ー
ト
ル
で
ご
ざ
い

ま
す
。
復
旧
場
所
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一
号
箇
所
か
ら
六
号
箇
所
ま
で
、
そ

れ
ぞ
れ
そ
の
中
に
工
事
場
所
が
計
三
十
三
カ
所
ご
ざ
い
ま
す
。
主
な
工
種
と

い
た
し
ま
し
て
は
、
擁
壁
工
、
舗
装
工
、
排
水
工
、
根
継
工
な
ど
で
ご
ざ
い

ま
す
。
お
手
元
に
図
面
を
配
付
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
赤
字
で
書
い
て
あ
り
ま
す
一
号
箇
所
か
ら
六
号
箇

所
ま
で
、
合
計
い
た
し
ま
す
と
三
十
四
カ
所
の
工
事
箇
所
を
設
計
で
は
見
て

お
り
ま
し
た
が
、
国
の
査
定
に
お
き
ま
し
て
、
二
号
箇
所
の
そ
の
二
に
つ
き

ま
し
て
は
査
定
ゼ
ロ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
三

十
四
カ
所
で
は
な
く
て
三
十
三
カ
所
と
い
う
形
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

そ
れ
と
、
こ
の
工
事
の
工
期
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
国
に
対
し
て
こ
の
工
事

ボ
リ
ュ
ー
ム
に
つ
い
て
の
繰
越
明
許
を
申
請
い
た
し
て
お
り
ま
す
が
、
い
ま

だ
に
そ
の
申
請
承
認
が
お
り
て
お
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
会
計
年

度
独
立
の
原
則
に
基
づ
き
ま
し
て
三
月
二
十
五
日
の
工
期
と
現
在
段
階
は
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
三
月
初
旬
に
は
そ
の
承
認
が
お
り

る
や
に
聞
い
て
お
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
あ
わ
せ
ま
し
て
、
今
回
九
月
二
日
・
三
日
に
起
き
ま
し
た
豪
雨
災

害
に
つ
き
ま
し
て
は
局
地
激
甚
の
指
定
の
内
示
を
い
た
だ
い
て
お
る
と
こ
ろ

で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
補
助
率
に
つ
き
ま
し
て
は
ま
だ
確
定
は
い
た
し
て

お
り
ま
せ
ん
。 

 

以
上
、
補
足
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 
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○
議
長
（
丹
羽
豊
次
君
） 

暫
時
休
憩
い
た
し
ま
す
。
（
午
前
九
時
十
二
分
） 

―
―
―
―
―
―
―
― 

◇ 

―
―
―
―
―
―
―
― 

○
議
長
（
丹
羽
豊
次
君
） 

再
開
い
た
し
ま
す
。
（
午
前
九
時
三
十
六
分
） 

 

こ
れ
よ
り
質
疑
に
入
り
ま
す
。 

 
 

 

〔
挙
手
す
る
者
あ
り
〕 

 

六
番
奥
村
耕
作
君
。 

 
 

 

〔
奥
村
耕
作
君
登
壇
〕 

○
六
番
（
奥
村
耕
作
君
） 
今
回
二
十
二
社
を
指
名
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
が
、
町
内
業
者
で
は
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
と
三
つ
の
ク
ラ
ス
が
あ
る
と
聞
い

て
お
り
ま
す
。
二
十
二
社
の
そ
の
内
訳
、
Ａ
ラ
ン
ク
が
何
社
、
Ｂ
ラ
ン
ク
が

何
社
と
い
う
の
を
お
聞
き
し
た
い
の
と
、
そ
れ
と
今
回
落
札
さ
れ
た
の
は
ど

の
ク
ラ
ス
の
方
で
あ
る
か
、
Ｊ
Ｖ
の
メ
ン
バ
ー
の
ラ
ン
ク
を
お
聞
か
せ
く
だ

さ
い
。 

○
議
長
（
丹
羽
豊
次
君
） 

総
務
課
長
小
藪
鉄
男
君
。 

 
 

 

〔
総
務
課
長
小
藪
鉄
男
君
登
壇
〕 

○
総
務
課
長
（
小
藪
鉄
男
君
） 

六
番
議
員
の
御
質
疑
に
お
答
え
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。 

 

今
回
二
十
二
社
を
初
め
に
指
名
し
、
そ
の
中
で
三
社
に
よ
る
Ｊ
Ｖ
結
成
と

い
う
形
に
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
二
十
二
社
の
う
ち
Ａ
ラ
ン
ク
に
つ
き
ま
し

て
は
八
社
で
あ
り
ま
す
。
Ｂ
ラ
ン
ク
に
つ
き
ま
し
て
は
四
社
で
あ
り
ま
す
。

残
り
の
、
二
十
二
社
で
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
十
社
が
Ｃ
ラ
ン
ク
と
い
う
形

に
な
り
ま
す
。 

 

そ
れ
と
、
今
回
、
落
札
を
い
た
し
ま
し
た
共
同
企
業
体
に
つ
き
ま
し
て
は
、

Ｂ
ラ
ン
ク
が
一
社
、
Ａ
ラ
ン
ク
が
一
社
、
Ｃ
ラ
ン
ク
が
一
社
と
い
う
形
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。 

 

以
上
、
御
答
弁
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

○
議
長
（
丹
羽
豊
次
君
） 

ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

こ
れ
を
も
っ
て
質
疑
を
終
結
い
た
し
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
討
論
に
入
り
ま
す
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
よ
り
採
決
に
入
り
ま
す
。 

 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

議
第
一
号
東
谷
林
道
災
害
復
旧
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
を
同
意
す
る
こ
と
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
〕 

 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
案
は
同
意
さ
れ
ま
し
た
。 

 

以
上
で
本
日
の
議
事
日
程
は
す
べ
て
終
了
い
た
し
ま
し
た
。
よ
っ
て
、
本

日
の
会
議
を
閉
じ
、
こ
れ
を
も
っ
て
平
成
二
十
一
年
第
一
回
垂
井
町
議
会
臨

時
会
を
閉
会
い
た
し
ま
す
。
（
午
前
九
時
三
十
九
分
） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 



－５－ 

 

右
会
議
の
次
第
を
記
載
し
、
そ
の
真
正
な
る
こ
と
を
証
す
る
た
め
、
こ
こ

に
署
名
す
る
。 

 

平
成
二
十
一
年 

 

月 
 

日 

 

議 
 

長 
 

 

丹 
 

羽 
 

豊 
 

次 

  

議 
 

員 
 

 

木 
 

村 
 

千 
 

秋 

  

議 
 

員 
 

 

栗 
 

田 
 

利 
 

朗 

 


